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鹿児島県告示第823号

森林病害虫等防除法（昭和25年法律第53号）第５条第１項の規定により，次のとおり森林病

害虫等の駆除命令をする予定である。

平成30年８月14日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 区域及び期間

 区域

鹿児島市，鹿屋市，日置市，霧島市，いちき串木野市，南さつま市，志布志市，姶良市，

大崎町，東串良町，南種子町，屋久島町，徳之島町，天城町及び伊仙町の区域内に存する

松林のうち次の区域（「次」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推

進課並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

 期間

平成30年９月14日から平成31年３月20日まで

２ 森林病害虫等の種類

松くい虫

３ 行うべき措置の内容

 松くい虫の付着している樹木を所有し，又は管理する者は，当該樹木を伐倒して薬剤を

散布するか，又は当該樹木を伐倒してはく皮し，並びに松くい虫並びにその付着している

枝条及び樹皮を焼却すること。

 松の伐採跡地であって，松くい虫の付着し，又は付着するおそれがある根株の存するも

鹿 児 島 県 公 報
平成30年８月14日（火）第3442号

目 次

発 行 鹿 児 島 県

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号

編 集 総 務 部 学 事 法 制 課

定例発行日（毎週火，金）

告 示

鹿 児 島 県 公 報 平成30年８月14日（火）第3442号



- 2 -

のを所有し，又は管理する者は，当該伐採跡地に存する当該根株並びに松くい虫並びにそ

の付着している枝条及び樹皮に薬剤を散布するか，又は当該根株をはく皮し，並びに松く

い虫並びにその付着している枝条及び樹皮を焼却すること。

 松くい虫の付着し，又は付着するおそれがある伐採木等（伐採された樹木その他土地か

ら分離した樹木の幹及び枝条（用材及び薪炭材であるものを含む。）並びにこれらの包装

をいう。以下同じ。）を所有し，又は管理する者は，当該伐採木等に薬剤を散布するか，

又は当該伐採木等をはく皮し，並びに松くい虫が付着している場合には当該松くい虫並び

にその付着している枝条，樹皮及び包装を焼却すること。

４ 命令しようとする理由

１のの区域において松くい虫の被害が発生しており，３に掲げる措置を行わなければ松

くい虫の被害が異常にまん延し，同区域及びその周辺の松林に重大な損害を与えるおそれが

あるため

５ その他

 ３に掲げる措置については，森林害虫防除員の指示に従って行うこと。

 ３に掲げる措置を行った者は，平成31年３月20日（水）までに，森林病害虫等駆除実施

届出書（別記様式）を，知事に提出しなければならない。

 知事は，森林病害虫等駆除実施届出書の提出があったときは，当該届出者が３に掲げる

措置を行ったかどうかを確認して損失補償金の額を決定し，損失補償金を交付する。

 知事は，３に掲げる措置を行うべき樹木を所有し，又は管理する者が１のの期間内に

３に掲げる措置を行わないとき，行っても十分でないとき，又は行う見込みがないときは，

当該措置の全部又は一部を行うことがある。

 知事は，に掲げる措置を行った場合において，その費用の額が３に掲げる措置を行う

べき者が自らその措置の全部又は一部を行ったとした場合にその者が受けることとなるべ

き補償金の額を超えるときは，その超える部分の額に相当する額をその者から徴収するこ

とがある。

 １のの区域内において森林，樹木，指定種苗又は伐採木等を所有し，又は管理する者

は，この告示の日から２週間以内に，理由を記載した書面をもって知事に不服を申し出る

ことができる。

（別記様式）

年 月 日

鹿児島県知事 殿

届出人 住所

氏名 印

法人にあつては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名

森林病害虫等駆除実施届出書

森林病害虫等防除法施行細則第１条の規定により，次のとおり届け出ます。

命ぜられた措 森林（伐採跡地を含 樹木若しくは伐採木等の本 樹木又は伐採木等

置の内容 む。）の面積 数又は伐採跡地の根株数 の材積

ヘクタール 本又は株 立方メートル

実施地区又は 実 施 に 要 し た 費 用
実 施 期 間

場所 種 別 数 量 単 価 金 額

人 夫 人 円 円

年 月 日から 薬 剤 リットル 円 円

年 月 日まで その他 円

計 円

注 氏名を自筆で記入したときは，押印を省略することができる。
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鹿児島県告示第824号

森林病害虫等防除法（昭和25年法律第53号）第５条第２項の規定により，次のとおり特別伐

倒駆除命令をする予定である。

平成30年８月14日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 区域及び期間

 区域

阿久根市，指宿市，西之表市，摩川内市，霧島市，南九州市及び錦江町の区域内に存

する松林のうち次の区域（「次」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づく

り推進課並びに関係市役所及び錦江町役場に備え置いて縦覧に供する。）

 期間

平成30年９月14日から平成31年３月20日まで

２ 行うべき措置の内容

松くい虫の付着している松の樹木の存する松林を所有し，又は管理する者は，当該松の樹

木を伐倒して破砕するか，又は当該松の樹木を伐倒して焼却（炭化を含む。）すること。

３ 命令しようとする理由

１のの区域において松くい虫の被害が発生しており，２に掲げる措置を行わなければ松

くい虫の被害が異常にまん延し，同区域及びその周辺の高度公益機能森林及び被害拡大防止

森林に重大な損害を与えるおそれがあるため

４ その他

 ２に掲げる措置については，森林害虫防除員の指示に従って行うこと。

 ２に掲げる措置について破砕を行う場合は，破砕後の木片の厚さが６ミリメートル（木

材チッパーにより破砕する場合にあっては，15ミリメートル）以下となるように破砕を行

うこと。

 ２に掲げる措置を行った者は，平成31年３月20日（水）までに，森林病害虫等駆除実施

届出書（別記様式）を，知事に提出しなければならない。

 知事は，森林病害虫等駆除実施届出書の提出があったときは，当該届出者が２に掲げる

措置を行ったかどうかを確認して損失補償金の額を決定し，損失補償金を交付する。

 知事は，２に掲げる措置を行うべき松林を所有し，又は管理する者が，１のの期間内

に２に掲げる措置を行わないとき，行っても十分でないとき，又は行う見込みがないとき

は，当該措置の全部又は一部を行うことがある。

 知事は，に掲げる措置を行った場合において，その費用の額が２に掲げる措置を行う

べき者が自らその措置の全部又は一部を行ったとした場合にその者が受けることとなるべ

き補償金の額を超えるときは，その超える部分の額に相当する額をその者から徴収するこ

とがある。

 １のの区域内において松林を所有し，又は管理する者は，この告示の日から２週間以

内に，理由を記載した書面をもって知事に不服を申し出ることができる。
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（別記様式）

年 月 日

鹿児島県知事 殿

届出人 住所

氏名 印

法人にあつては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名

森林病害虫等駆除実施届出書

森林病害虫等防除法施行細則第１条の規定により，次のとおり届け出ます。

命ぜられた措 森林（伐採跡地を含 樹木若しくは伐採木等の本 樹木又は伐採木等

置の内容 む。）の面積 数又は伐採跡地の根株数 の材積

ヘクタール 本又は株 立方メートル

実施地区又は 実 施 に 要 し た 費 用
実 施 期 間

場所 種 別 数 量 単 価 金 額

人 夫 人 円 円

年 月 日から 薬 剤 リットル 円 円

年 月 日まで その他 円

計 円

注 氏名を自筆で記入したときは，押印を省略することができる。

鹿児島県告示第825号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

65条の規定により，指定自立支援医療機関から次のとおり指定の辞退の申出があった。

平成30年８月14日

鹿児島県知事 三反園訓

薬 局 辞退年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

国分 くすのき薬局 霧島市国分福島一丁目５番17 平成30年 精神通院医療

号 ６月30日

ゆう薬局 鹿児島市上福元町3999番地 平成30年 精神通院医療

７月31日

鹿児島県告示第826号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

65条の規定により，指定自立支援医療機関から次のとおり指定の辞退の申出があった。

平成30年８月14日

鹿児島県知事 三反園訓

指定訪問看護事業者，指定居

宅サービス事業者又は指定介 事 業 所
辞退年月 自立支援医療

護予防サービス事業者
日 の種類

主たる事務所
名 称 名 称 所 在 地

の所在地

特定非営利活 鹿児島市中山 訪問看護ステ 鹿児島市山田 平成30年 精神通院医療

動法人夢の木 二丁目29番３ ーション夢の 町25－２ ７月31日

－１号 木

鹿児島県告示第827号
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

54条第２項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関として指定した。

平成30年８月14日

鹿児島県知事 三反園訓

薬 局 指定年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

国分 くすのき薬局 霧島市国分福島一丁目５番17 平成30年 育成医療・更

号 ８月１日 生医療

鹿児島県告示第828号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

54条第２項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関として指定した。

平成30年８月14日

鹿児島県知事 三反園訓

薬 局 指定年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

薬局やまだファーマシー谷山 鹿児島市山田町646番10 平成30年 精神通院医療

北中前店 ８月１日

ゆうゆう薬局阿久根店 阿久根市鶴見町187 平成30年 精神通院医療

８月１日

しおかぜ薬局 出水郡長島町指江87番地９ 平成30年 精神通院医療

８月１日

国分 くすのき薬局 霧島市国分福島一丁目５番17 平成30年 精神通院医療

号 ８月１日

おおすみ薬局田代店 肝属郡錦江町田代川原433番 平成30年 精神通院医療

地４ ８月１日

鹿児島県告示第829号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

平成30年８月14日

鹿児島県知事 三反園訓

薬 局 更新年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

ドラゴン薬局 枕崎市緑町123－２ 平成30年 育成医療・更

８月１日 生医療

一般競争入札公告

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により，物品等の購入について，

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を行う。

平成30年８月14日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 入札に付する事項

 購入をする物品等の名称及び数量

空港用化学消防車 ２台

 購入をする物品等の特質等

入札説明書による。

 納入期限

公 告
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入札説明書による。

 納入場所

入札説明書による。

２ 入札に参加する者に必要な資格

次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱（昭和52年鹿児島県告示第166号。以下

「資格審査要綱」という。）第３条第３項の規定により入札参加資格を有すると決定され

た者であって，当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

 入札書の提出期限の時点で資格審査要綱第２条第１項各号のいずれにも該当しない者で

あること。

 開札時に物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱（平成15年鹿

児島県告示第416号）第３条又は第４条の規定による指名停止を受けている者でないこと。

３ 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請の方法，時期，場所等

入札に参加しようとする者で２のに該当しないものは，次に掲げるところにより，資格

審査要綱に基づく知事の資格審査を受け，入札参加資格を得なければならない。

 申請の方法

資格審査要綱第２条第２項に規定する入札参加資格審査申請書に同項各号に掲げる書類

を添付して，直接又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年

法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特

定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）により提

出するものとする。

 申請書類の入手・提出場所及び申請に関する問合せ先

鹿児島県出納局管財課調達係

鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－8577

電話番号 099－286－3826

ファックス番号 099－286－5643

 申請書類の受付期間

平成30年８月14日から同月31日までのそれぞれの日（県の休日を除く。）の午前８時30

分から午後５時までとする。

なお，受付期間の終了後も随時受け付けるが，この場合には入札参加資格審査が入札に

間に合わないことがある。

４ 入札の方法等

 入札書の記載

落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので，入札に参加する者は，消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札書の提出場所

鹿児島県出納局管財課調達係

鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－8577

 入札書の提出方法

の提出場所に持参し，又は郵便若しくは信書便により送付すること（郵便又は信書便

により送付する場合は，配達を証明することができる郵便又は信書便とすること。）。

 入札書の提出期限

平成30年９月28日午前11時30分（郵便又は信書便により送付する場合は，同期限までに

必着のこと。）

 開札の日時及び場所

ア 日時 平成30年９月28日午後２時30分

イ 場所 鹿児島県庁（行政庁舎８階）管財課入札室
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 入札説明書

ア 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は，入札説明書

による。

イ 入札説明書の交付場所及び交付期限

及びに同じ。

５ 契約条項を示す場所及び期限

４の及びに同じ。

６ 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨とする。

７ 入札保証金及び契約保証金

 入札保証金

見積もる契約金額の100分の５以上の金額を，入札説明書に定める方法により，入札書

の提出期限までに納付すること。ただし，次のア又はイのいずれかに該当するときは，入

札保証金の納付が免除される。

なお，入札保証金は，入札終了後還付する。ただし，落札者には，契約締結後還付する。

ア 入札に参加しようとする者が，入札保証金以上の金額につき，保険会社との間に県を

被保険者とする入札保証保険契約を締結し，当該入札保証保険契約に係る保険証券を提

出したとき。

イ 入札に参加しようとする者が，過去２箇年の間に国（独立行政法人を含む。）又は地

方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契

約を２回以上にわたって締結し，かつ，これらを全て誠実に履行したことを証する書面

を提出したとき（その者が落札した場合において，契約を締結しないこととなるおそれ

がないと認められるときに限る。）。

 契約保証金

契約担当者が指定する日時までに，契約金額の100分の10以上の金額を，入札説明書に

定める方法により納付すること。ただし，次のア又はイのいずれかに該当するときは，契

約保証金の納付が免除される。

なお，契約保証金は，契約履行後還付する。

ア 契約の相手方が，契約保証金以上の金額につき，保険会社との間に県を被保険者とす

る契約保証保険契約を締結し，当該契約保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

イ 契約の相手方が，過去２箇年の間に国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と

この契約に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を２回以上

にわたって締結し，かつ，これらを全て誠実に履行したことを証する書面を提出したと

き（その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）。

８ 入札の無効

次のからまでのいずれかに該当する入札は，無効とする。

 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

 ２以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入札

 入札金額が加除訂正されている入札書による入札

 入札要件の判明できない入札書，入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又

は入札者の押印のない入札書による入札

 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入

札

 民法（明治29年法律第89号）第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認

めた場合の入札

 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札

 その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札

９ 落札者の決定の方法

有効な入札書を提出した者で，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをし

たものを落札者とする。
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10 最低制限価格

設定しない。

11 契約書案の提出

落札者は，落札決定通知を受けた日から５日以内に，記名押印した契約書の案を提出しな

ければならない。

12 仮契約の締結

本物品等の購入に係る契約の締結については，鹿児島県議会（以下「議会」という。）の

議決を要するため，議決までの間は仮契約とし，議決を得たときに契約が成立するものとす

る。

 仮契約締結後，議会の議決までの間に，落札者が地方自治法施行令第167条の４第１項

の規定に該当することとなった場合又は指名停止を受けた場合は，契約担当者は仮契約を

解除することができる。

 により仮契約を解除した場合は，県は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。

13 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先

鹿児島県出納局管財課調達係

鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－8577

電話番号 099－286－3826

ファックス番号 099－286－5643

14 その他

この調達は，世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

15 SUMMARY

NATURE AND QUANTITY OF THE PRODUCTS TO BE PURCHASED:

Airport Chemical Fire Truck:２

 DELIVERY PERIOD:

Specified in the bid explanation form

 DELIVERY PLACE:

Specified in the bid explanation form

 TIME LIMIT FOR TENDER:

11:30 a.m. 28 September 2018

 CONTACT POINT FOR THE NOTICE:

Property Management Division

Treasury Bureau

Kagoshima Prefectural Government

10－１ Kamoikeshinmachi,Kagoshima City,Kagoshima Prefecture 890－8577 Japan

TEL 099－286－3826

FAX 099－286－5643

…………………………………………………

一般競争入札公告

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により，物品等の借入について，

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を行う。

平成30年８月14日

鹿児島県警察本部長 河野真

１ 入札に付する事項

借入をする物品等の名称及び数量

一般業務用ノートパソコン 538式ほか

借入をする物品等の特質等

入札説明書による。

納入期限

平成31年２月28日

納入場所
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入札説明書による。

借入期間

平成31年３月１日から平成36年２月29日まで

なお，契約は，地方自治法第234条の３及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第167条の17に規定する長期継続契約に該当するものであることから，契約書に「翌年度

以降において，歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は，当該契約

は解除することができる」旨の条件付き解除条項を付記する。

２ 入札に参加する者に必要な資格

次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱（平成14年鹿児島県

告示第1481号。以下「資格審査要綱」という。）第７条第３項の規定により入札参加資格

を有すると決定された者であって，当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであ

ること。

入札書の提出期限の時点で資格審査要綱第５条各号のいずれにも該当しない者であるこ

と。

納入しようとする物品の機能等証明書を提出し，承認を受けた者であること。

３ 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請の方法，時期，場所等

入札に参加しようとする者で２の に該当しないものは，次に掲げるところにより，資格

審査要綱に基づく知事の資格審査を受け，入札参加資格を得なければならない。

申請の方法

資格審査要綱第４条第１項に規定する入札参加資格審査申請書に同項各号に掲げる書類

を添付して，直接又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年

法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特

定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）により提

出するものとする。

申請書類の入手・提出場所及び申請に関する問合せ先

鹿児島県出納局管財課調達係

鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－8577

電話番号 099－286－3826

ファックス番号 099－286－5643

申請書類の受付期間

平成30年８月14日から同月28日までのそれぞれの日（県の休日を除く。）の午前８時30

分から午後５時15分までとする。

なお，受付期間の終了後も随時受け付けるが，この場合には入札参加資格審査が入札に

間に合わないことがある。

４ 入札の方法等

入札書の記載

落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので，入札に参加する者は，消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の108分の

100に相当する金額を入札書に記載すること。

入札書の提出場所

鹿児島県警察本部会計課

鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－8566

入札書の提出方法

の提出場所に持参し，又は郵便若しくは信書便により送付すること（郵便又は信書便

により送付する場合は，配達を証明することができる郵便又は信書便とすること。）。

入札書の提出期限

平成30年９月27日午後５時15分（郵便又は信書便により送付する場合は，同期限までに
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必着のこと。）

開札の日時及び場所

ア 日時 平成30年９月28日午前11時

イ 場所 鹿児島県警察本部会計課入札室（警察本部庁舎３階）

入札説明書

ア 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は，入札説明書

による。

イ 入札説明書の交付場所及び交付期限

交付場所 に同じ。

交付期限 平成30年８月31日午後５時15分

５ 契約条項を示す場所及び期限

４の 及び のイの に同じ。

６ 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨とする。

７ 入札保証金及び契約保証金

入札保証金

見積もる契約金額の100分の５以上の金額を，入札説明書に定める方法により，入札説

明書に定める期限までに納付すること。ただし，入札に参加しようとする者が，入札保証

金以上の金額につき，保険会社との間に県（鹿児島県警察本部長）を被保険者とする入札

保証保険契約を締結し，当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したときは，入札保

証金の納付が免除される。

なお，入札保証金は，入札終了後還付する。ただし，落札者には，契約締結後還付する。

契約保証金

契約担当者が指定する日時までに，契約金額の100分の10以上の金額を，入札説明書に

定める方法により納付すること。ただし，契約の相手方が，契約保証金以上の金額につき，

保険会社との間に県（鹿児島県警察本部長）を被保険者とする契約保証保険契約を締結し，

当該契約保証保険契約に係る保険証券を提出したときは，契約保証金の納付が免除される。

なお，契約保証金は，契約履行後還付する。

８ 入札の無効

次の から までのいずれかに該当する入札は，無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

２以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入札

入札金額が加除訂正されている入札書による入札

入札要件の判明できない入札書，入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又

は入札者の押印のない入札書による入札

記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入

札

民法（明治29年法律第89号）第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認

めた場合の入札

入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札

その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札

９ 落札者の決定の方法

有効な入札書を提出した者で，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをし

たものを落札者とする。

10 最低制限価格

設定しない。

11 契約書案の提出

落札者は，落札決定通知を受けた日から５日以内に，記名押印した契約書の案を提出しな

ければならない。

12 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先
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鹿児島県警察本部会計課調度係

鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－8566

電話番号 099－206－0110（内線2231）

ファックス番号 099－206－5560

13 その他

この調達は，世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

14 SUMMARY

NATURE AND QUANTITY OF THE PRODUCTS AND SERVICES TO BE HIRED:

Notebook computers for business use:538set

DELIVERY PERIOD:

As shown in the specification book

DELIVERY PLACE:

As shown in the specification book

TIME LIMIT FOR TENDER:

5:15 p.m. 27 September 2018

CONTACT POINT FOR THE NOTICE:

Finance Division

Police Administration Department

Kagoshima Prefectural Police Headquaters

10－１ Kamoikeshinmachi,Kagoshima City,Kagoshima Prefecture 890－8566 Japan

TEL 099－206－0110（ext.2231）

FAX 099－206－5560

鹿児島県教育委員会告示第２号

鹿児島県文化財保護条例（昭和30年鹿児島県条例第48号）第31条第１項の規定により，次の

表に掲げる鹿児島県指定天然記念物の指定を解除する。

平成30年８月14日

鹿児島県教育委員会教育長 東條広光

天然記念物

所有者又は
名 称 所 在 地 備 考

管理者

枕 崎市火之神 枕崎市火之神 塩屋公民館 二連になった橋状の海洞の一部崩壊
まくら ざき し ひ の かみ

岬 町 大迫の海 岬町59番 により，その文化財的価値が失われたた
みさき ちよう おお さこ かい

双橋 め
しよくそうきよう

鹿児島県公安委員会告示第73号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成30年８月14日

鹿児島県公安委員会委員長 石窪奈穂美

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ＣＲターミネーター２Ｓ６０００ 株式会社平和 7P1709

Ｖ４

教 育 委 員 会 告 示

公 安 委 員 会 告 示
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ぱちんこ遊技機 Ｐ藤丸くん３０ｍｉｎ４０００Ｆ 株式会社藤商事 8P0349

Ｋ

ぱちんこ遊技機 Ｐ藤丸くん３０ｍｉｎＦＦ設定付 株式会社藤商事 8P0207

ぱちんこ遊技機 Ｐ宇宙戦艦ヤマト２１９９ＥＴＪ サミー株式会社 8P0363

Ａ

ぱちんこ遊技機 Ｐ宇宙戦艦ヤマト２１９９ＥＴＢ サミー株式会社 8P0392

回胴式遊技機 Ｓ チェインクロニクル ＷＲ サミー株式会社 8S0469

回胴式遊技機 カイジ４／ＺＳ サミー株式会社 7S1728


